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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源より発した照明光を試料に照射する照明光学系と、
　前記試料を載置するステージと、
　前記試料より発した観察光を集光する結像光学系と、
　前記結像光学系を通過した前記観察光を検出する検出器と、
　前記検出器からの信号を処理する処理装置と、
　前記処理装置からの画像信号に基づいて前記試料の画像を表示するモニターと、
　前記処理装置に入力される画像信号の変化量を検出し、前記画像信号の変化量が予め定
めた値未満のとき、前記試料上での前記照明光の照度を前記画像信号の変化量が検出でき
る程度まで低減し、前記照度を低減する直前の画像信号を静止画像として前記モニターに
送り、前記画像信号の変化量が予め定めた値以上のとき、前記照度を前記試料の画像を表
示するのに充分な照度とし、そのときの画像信号を動画像として前記モニターに送る制御
手段とを備えることを特徴とする顕微鏡。
【請求項２】
　前記処理装置は、複数の画面情報を記憶するメモリーを有し、該複数の画像情報を比較
することで前記画像信号の変化量を検出することを特徴とする請求項１記載の顕微鏡。
【請求項３】
　前記照度低減手段は、光源の出力を調整する光源制御手段、あるいは前記照明光の光路
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中に挿脱自在に配置された減光部材であることを特徴とする請求項１又は２記載の顕微鏡
。
【請求項４】
　前記制御手段は、予め定められた時間を超えて前記画像信号の変化量が予め定めた値未
満のときに、前記照明光の照度を低減することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項
記載の顕微鏡。
【請求項５】
　前記顕微鏡は共焦点型のレーザー走査顕微鏡であり、
　前記光源は、波長が可視域より短いコヒーレント光源であり、
　前記照明光学系は、前記照明光を前記試料の面方向に２次元的に走査する走査手段を有
し、
　前記処理装置は、前記検出器からの信号と前記走査手段からの信号とを処理することを
特徴とする請求項１～４のいずれか１項記載の顕微鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、工業顕微鏡等の顕微鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、解像力の高い光学的顕微鏡の需要に伴って、使用波長の短波長化が進んでいる。
従来の顕微鏡の構成を、以下簡単に説明する。光源より発した照明光は、照明レンズを透
過して、ハーフミラーに入射する。ハーフミラーに入射した照明光のうちハーフミラーで
反射した照明光は、対物レンズを透過してステージ上に載置された試料を照射する。ここ
で、光軸方向をＺ方向とし、Ｚ方向と直交する平面内で互いに直交する２方向をＸ、Ｙ方
向とすると、ステージはステージ駆動系にて、ＸＹＺ方向に移動可能となっている。
【０００３】
試料で反射した観察光は、対物レンズを透過して、ハーフミラーに入射する。ハーフミラ
ーを透過した観察光は、結像レンズを透過してイメージセンサー上に結像する。イメージ
センサーの出力信号は、ビデオ信号処理回路にて画像信号に変換された後、モニターに転
送される。これによって、試料の画像がモニター上に表示される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の顕微鏡において、観察者がほとんど静止状態にある試料の画像を長時間眺める
場合、試料には照明光が連続的に照射され、試料が変形、変色等の損傷を受けていた。こ
れは、試料に照射される光のエネルギーが徐々に高くなるからである。このような現象は
、照明光を微小なスポットに集光させるレーザー走査顕微鏡においては、特に顕著に現れ
ていた。
【０００５】
このような試料上の光のエネルギー、すなわち、照明光の照射量は、照度と照射時間との
積で求まる。試料が受ける損傷の程度は、この照射量と相関がある。すなわち、照射量が
大きいと試料の損傷は大きく、照射量が小さいと試料の損傷は小さくなる。そして、試料
の損傷が大きい場合、その試料を再度観察、測定するときの再現性が低下するばかりか、
試料が製品であればその品質を低下させることになる。また、試料が微生物等の生物であ
れば、その生物を死に至らせることもある。
したがって本発明は、試料の変形、変色等の損傷が少ない顕微鏡を提供することを課題と
する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、すなわち、添付図面に付した符
号をカッコ内に付記すると、本発明は、光源（１）と、光源（１）より発した照明光を試
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料（Ａ）に照射する照明光学系（２～４）と、試料（Ａ）を載置するステージ（５）と、
試料（Ａ）より発した観察光を集光する結像光学系（４～７）と、結像光学系（４～７）
を通過した観察光を検出する検出器（８）と、検出器（８）からの信号を処理する処理装
置（９、１１）と、処理装置（９、１１）からの画像信号に基づいて試料（Ａ）の画像を
表示するモニター（１０）とを有する顕微鏡において、処理装置（９、１１）に入力され
る画像信号の変化量を検出し、画像信号の変化量が予め定めた値未満のとき、試料（Ａ）
上での照明光の照度を画像信号の変化量が検出できる程度まで低減し、照度を低減する直
前の画像信号を静止画像としてモニター（１０）に送り、画像信号の変化量が予め定めた
値以上のとき、照度を試料（Ａ）の画像を表示するのに充分な照度とし、そのときの画像
信号を動画像としてモニター（１０）に送ることを特徴とする顕微鏡である。
【０００７】
以上の構成により、試料面への照明光の照射量は減少して、試料の受ける損傷を減少させ
ることができる。以下、本発明の作用について詳しく説明する。一般に、工業分野、生物
分野を問わず顕微鏡においては、画像観察を行うときには観察の精度を維持するため、照
度をむやみに下げることはできない。しかし、前述したように、観察者はほとんど静止状
態にある試料の画像を長時間眺める場合がある。
【０００８】
したがって、このような状態となった瞬間又は予め定められた時間経過した後に、照明光
を減光すれば、試料の損傷を防ぐことができる。このとき、モニター上には、減光される
直前の画像をフリーズ（固定）して表示する。こうすれば、画像は変化していないので、
観察に不都合を生じることはない。また、照度は低減しているので、試料の損傷も防ぐこ
とができる。
そして、画像に変化が生じたとき、モニター上の画面を、速やかに動画像（ライブ画像）
に戻す。
【０００９】
ここで、画像の変化を検知するために、画像取り込みは常に実行される。すなわち、通常
時においては、画像取り込みと、それに対応したモニター上への表示との双方を行なう。
減光時においては、画像取り込みは行うが、それに対応したモニター上への表示は行わな
い。そして、常に、画像取り込みによる画像の変化の有無を判定する。画像に変化がない
と判定したときは、減光状態での画像取り込みが継続される。そして、画像に変化がある
と判定したときは、モニター上へ動画像を表示する。
【００１０】
以上のように、モニター上の画像が実質的に変化していないときは、試料への照明は減光
されることになる。そして、画像が刻々と変化している場合、例えば、試料上の所望の位
置を探している場合や、ピント位置を調整している場合や、生物試料等が生きて動いてい
る場合等、モニター上には常に動画像が表示される。これとは逆に、試料が静止状態にな
った場合、例えば、位置調整、ピント調整が終了した場合等、減光状態に移行する。
ここで、画像の変化を検知するための装置構成としては、例えば、複数画面の画像データ
を記憶できるメモリと、それらの情報から画像を比較し変化を判定する電気処理系とを設
けることが好ましい。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を図面によって説明する。図１は、本発明による顕微鏡の第１実施例
である。
光源１より発した照明光は、照明レンズ２を透過して、ハーフミラー３に入射する。ここ
で、光源１の出力は、光源制御装置１ａによって制御されている。ハーフミラー３に入射
した照明光のうちハーフミラー３で反射した照明光は、対物レンズ４を透過してステージ
５上に載置された試料Ａを照射する。ここで、ステージ５はステージ駆動系６にて、ＸＹ
Ｚ方向に移動可能となっている。
試料Ａで反射した観察光は、対物レンズ４を透過して、ハーフミラー３に入射する。ハー
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フミラー３を透過した観察光は、結像レンズ７を透過してイメージセンサー８上に結像す
る。そして、イメージセンサー８の出力信号は、ビデオ信号処理系９にて画像信号に変換
される。
【００１２】
ビデオ信号処理系９で変換された画像信号は、画像判定回路１１に転送される。画像判定
回路１１では、転送された画像信号に基づいて画像の変化の有無を判定する。ここで、画
像判定回路１１は、複数の画像データを記憶できるメモリと、それらのデータから画像の
変化の有無を判定する判定処理系とで構成される。ここで、判定処理系としては、例えば
、以下のようなアルゴリズムとなる。まず、メモリ内に記憶された２つの画像データにつ
いて、ピクセル毎に輝度信号の差をとる。そして、その自乗和が予め定めた値以上となる
場合に画像変化が有りと判定し、自乗和が予め定めた値未満となる場合に画像変化がなし
と判定する。なお、画像変化に対する判定アルゴリズムは、これ以外にも色々なアルゴリ
ズムが可能である。
【００１３】
画像判定回路１１にて、予め定められた時間を超えて画像が変化していないと判断された
場合、光源１の出力を、例えば通常出力の半分に低下させる。そして、モニター１０上に
は、光源１の出力が低下する直前の画像が静止画として表示される。このとき、ビデオ信
号処理系９における画像取り込みは、モニター１０上への表示を行わずに続行され、この
間も画像判定回路１１によって、常に画像の変化の有無が判定されている。ここで、減光
された照明光による画像信号は、画像判定回路１１にて画像変化を判定するのに充分な程
度のものである。
そして、画像変化が有ると判定した場合は、直ちに光源１の出力を通常出力に戻して、ビ
デオ信号処理系９で変換された画像信号を、画像判定回路１１に転送すると共に、モニタ
ー１０にも転送する。このとき、試料Ａは通常出力で照明され、モニター１０上には試料
Ａの動画像が連続的に表示されることになる。
【００１４】
以上のように、本第１実施例では、試料Ａに不必要な照明光を照射することを避けて、試
料Ａの損傷を効果的に低減することができる。
なお、本第１実施例では、光源１の出力を低下させることにより、試料Ａに至る照明光の
減光をおこなったが、その代わりに、光源１からステージ５までの照明光の光路中に減光
部材、例えば、透過率の低い平行平板を挿入し、この減光部材の開閉動作によって照明光
の減光を達成しても良い。この他、減光方法としては、例えば、偏光を利用して偏光板や
波長板を回転させる方法や、液晶の波長板を電気的に変調して調光する方法等がある。
【００１５】
次に、図２にて、本発明による顕微鏡の第２実施例を示す。図２は、共焦点型のレーザー
走査顕微鏡である。
レーザー光源２１より発した照明光は、照明レンズ２を透過して、ハーフミラー３に入射
する。ハーフミラー３で反射した照明光は、２次元光ビーム走査手段２４、対物レンズ４
を通過してステージ５上の試料Ａの表面に微小なレーザースポットを形成する。
【００１６】
試料Ａで反射した観察光は、対物レンズ４、２次元光ビーム走査手段２４を通過して、ハ
ーフミラー３に入射する。ハーフミラー３を透過した観察光は、集光レンズ２８を透過し
て、ピンホール２９上に再びスポットを形成する。ピンホール２９を通過した観察光は、
検出器３０に入射する。検出器３０に入射した観察光は光電変換されて、２次元光ビーム
走査手段２４からの制御信号と共に、信号処理系３１にて画像信号に変換される。
本第２実施例においても、前記第１実施例と同様に、信号処理系３１で変換された画像信
号は、画像判定回路１１に転送される。画像判定回路１１では、転送された画像信号に基
づいて画像の変化の有無を判定する。
【００１７】
画像判定回路１１にて、予め定められた時間を超えて画像が変化していないと判断された
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場合、減光部材３５は照明光の光路内に移動する。そして、モニター１０には、減光部材
３５が照明光を減光する直前の画像が静止画として表示される。このとき、信号処理系３
１における画像取り込みは、モニター１０への表示を行わずに続行され、この間も画像判
定回路１１によって、常に画像の変化の有無が判定されている。ここで、減光された照明
光による画像信号は、画像判定回路１１にて画像変化を判定するのに充分な程度のもので
ある。
そして、画像変化が有ると判定した場合は、直ちに減光部材３５を光路外へ移動し、信号
処理系３１で変換された画像信号を、画像判定回路１１に転送すると共に、モニター１０
にも転送する。このとき、試料Ａは通常出力で照明され、モニター１０上には試料Ａの動
画像が連続的に表示されることになる。
【００１８】
以上のように、本第２実施例においても、前記第１実施例と同様に、試料Ａに不必要な照
明光を照射することを避けて、試料Ａの損傷を効果的に低減することができる。また、本
第２実施例においては、レーザー光源２１を用いているため、その波長領域が短い。波長
が可視域より短い場合、例えば紫外域～軟Ｘ線領域の短波長領域である場合、不必要な照
明光の照射を避けて、試料の損傷を低減することが特に重要となる。
なお、本実施例では、反射照明型の顕微鏡について説明したが、本発明は、透過照明型の
顕微鏡にも適用できる。
また、本実施例における顕微鏡は、モニター１０上で試料Ａの計測を行うことで測定装置
として用いることもできる。
【００１９】
【発明の効果】
以上のように本発明では、画像の変化がないときに試料が受ける照明光の照度を低減でき
るので、試料の損傷の少ない顕微鏡を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例による顕微鏡を示す概略図である。
【図２】本発明の第２実施例による顕微鏡を示す概略図である。
【符号の説明】
１…光源　　　　　　　　　　　　１ａ…光源制御装置
２…照明レンズ
３…ハーフミラー　　　　　　　　４…対物レンズ
５…ステージ　　　　　　　　　　６…ステージ駆動系
７…結像レンズ　　　　　　　　　８…イメージセンサー
９…ビデオ信号処理系　　　　　　１０…モニター
１１…画像判定回路
２１…レーザー光源　　　　　　　２４…２次元光ビーム走査手段
２８…集光レンズ　　　　　　　　２９…ピンホール
３０…検出器　　　　　　　　　　３１…信号処理系
３５…減光部材　　　　　　　　　Ａ…試料
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